
開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

2回 8人

0人 1人

2回 7人

0人 1人

0回 6人

0人 0人

10回 18人

8人 5人

0回 14人

0人 0人

4回 10人

0人 0人

3回 16人

0人 3人

1回 31人

0人 0人

1回 10人

0人 1人

4回 8人

0人 0人

5回 27人

19人 3人

2回 15人

4人 2人

【令和6年度　その他の会議開催状況】

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の公開

市民委員の公募の有無
／公募していない場合の理由

1
人権文化部
人権施策室

箕面市立萱野中央人権文化センター運営懇
話会

箕面市立人権文化センター運営懇話会開催要綱 公開
行政資料コーナー
市ホームページ

有

2
人権文化部
人権施策室

箕面市立桜ヶ丘人権文化センター運営懇話
会

箕面市立人権文化センター運営懇話会開催要綱 公開
行政資料コーナー
市ホームページ

有

3
健康福祉部
広域福祉課

箕面市社会福祉法人設立認可等審査会 箕面市社会福祉法人設立認可等審査会設置要領
非公開（箕面市社会福祉法人設立認可等審査会
設置要領第5条）

令和6年度
開催なし

無／委員は、庁内の関係部局長及び関係所属長の充
て職としているため

4
健康福祉部
障害福祉室

箕面市障害者市民施策推進協議会 箕面市障害者市民施策推進協議会開催要綱 公開 市ホームページ 有

5
市立病院事務局
病院人事室

箕面市立病院治験審査委員会 箕面市立病院治験審査委員会標準業務手順書
非公開（国内の治験実施に関する各指針におい
て、研究内容の秘匿性、知的財産権やプライバ
シー保護が要請されているため）

病院ホームページ
や病院年報に掲載

無／国内の治験実施に関する各指針において、研究
内容の秘匿性、知的財産権やプライバシー保護が要
請されているため

6
市立病院事務局
病院人事室

箕面市立病院倫理委員会 箕面市立病院倫理委員会設置要綱
非公開（国内の倫理に関する各指針において、
研究内容の秘匿性、知的財産権やプライバシー
保護が要請されているため）

病院年報や厚生労
働省ホームページ
に掲載

無／国内の倫理に関する各指針において、研究内容
の秘匿性、知的財産権やプライバシー保護が要請さ
れているため

7
子ども未来創造局
人権施策室

箕面市人権教育推進会議 箕面市人権教育推進会議開催要綱 公開 行政資料コーナー 有

8
子ども未来創造局
児童相談支援センター

箕面市要保護児童対策協議会代表者会議 箕面市要保護児童対策協議会設置要綱
非公開（箕面市要保護児童対策協議会設置要綱
第10条）

非公開
無/箕面市要保護児童対策協議会設置要綱第３条に
定める構成機関等でないため

9
子ども未来創造局
児童生徒指導室

箕面市いじめ問題対策連絡協議会 箕面市いじめ問題対策連絡協議会等条例
一部公開（箕面市いじめ問題対策連絡協議会等
の組織及び運営に関する規則第４条）

公開 無/経験豊かなPTA役員を選出しているため

10
子ども未来創造局
学校教育室

箕面市立学校用教科用図書選定委員会 箕面市立学校用教科用図書選定委員会規程
非公開（公開することにより、当該事業の目的
が著しく損なわれるため）

非公開
無／保護者委員については箕面市PTA連絡協議会か
ら選出されるため。

11
地域創造部
交通政策室

箕面市地域公共交通活性化協議会 箕面市地域公共交通活性化協議会規約 公開
行政資料コーナー
市ホームページ

無／地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に
よる法定協議会であり、構成員についても規定され
ているため

12
地域創造部
交通政策室

箕面市地域公共交通活性化協議会
路線バス網再編検討分科会

箕面市地域公共交通活性化協議会分科会規程 公開
行政資料コーナー
市ホームページ

有



開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の公開

市民委員の公募の有無
／公募していない場合の理由

2回 41人

8人 24人

2回 8人

0人 0人

13
地域創造部
交通政策室

箕面市地域公共交通活性化協議会
オレンジゆずるバス再編検討分科会

箕面市地域公共交通活性化協議会分科会規程 公開
行政資料コーナー
市ホームページ

有

14
地域創造部
箕面営業室

箕面市障害者就労検討会議開催要綱 箕面市障害者就労検討会議開催要綱
非公開（障害者就労施策を検討する会議であ
り、公開すると施策検討や意見交換に支障があ
るため）

非公開
無／障害者就労施策を検討する内部会議であり、構
成員についても要綱で定めているため


